財団法人日本法律家協会の会則
財団法人日本法律家協会寄付行為（昭和４８年９月１２日制定、昭和４８年１１月１９日施行、昭和５４年４月２１日改正、平成７年６月３日改正、平成１８年４月１５日改正）

第１章　総則

第1条（名称）

　本会は、財団法人日本法律家協会（以下、「協会」という。）と称する。

第２条（事務所）

　協会は、事務所を東京都千代田区に置く。

第３条（目的）

　協会は、司法の発達、法曹の向上及び法学の進歩を図ることをもって目的とする。

第4条（事業）

　協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

一　司法、法曹及び法学に関する調査研究

二　機関誌等の発行及び資料の刊行

三　研究会、講演会その他の集会の開催
四　外国の法曹との交流

五　その他協会の目的を達成するために必要な事業

第２章　資産及び会計

第５条（設立時の資産）

　協会の設立の際における資産は、吉川大二郎、関根小郷、竹内寿平、鈴木竹雄の寄附した金５００万円をもって総額とする。

第６条（資産の構成）

　協会の資産は、次の各号に掲げるもので構成する。
一　別紙財産目録記載の財産

二　資産から生ずる収入

三　事業に伴う収入

四　寄付金品
五　入会金及び会費

六　その他の収入

第７条（基本財産及び運用財産）

１　協会の資産は、基本財産及び運用財産とする。
２　基本財産は、次の各号に掲げる財産で構成する。

一　財産目録中基本財産として記載された財産

二　基本財産とすることを指定して寄付された財産

三　理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

３　運用財産は、基本財産以外の財産とする。
第８条（基本財産の処分の制限）

　基本財産は処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむをえない理由があり、理事会において理事の３分の２以上の議決を得たときは、この限りでない。

第９条（経費の支出）

　協会の経費は、運用資産をもって支出する。

第１０条（資産の管理およびその方法）

１　協会の資産は、会長が管理する。

２　資産の管理方法は、理事会の議決によって定める。
第１１条（事業計画及び予算）

　協会の事業計画及び収支予算は、毎会計年度の開始前に、理事会の議決により定める。
第１２条（事業報告及び決算）

　協会の事業報告及び収支決算は、会計年度終了後遅滞なくその年度末における財産目録とともに、監事の監査を経て、理事会の承認を受けなければならない。
第１３条（会計年度）

　協会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

第３章　役員及び職員

第１４条（役員）

１　協会に次の役員を置く。

理事　　５０名以内

監事　　３名

２　理事のうち、１名を会長とし、４名を副会長とする。

第１５条（会長・副会長）

１　会長は、協会を代表し、会務を総理する。

２　副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ会長の定める順位により、会長の職務を代行する。
３　会長及び副会長は、理事が互選する。

４　会長及び副会長の任期は、１年とする。ただし、重任を妨げない。
第１６条（理事）

１　理事は、評議員会で推薦された者について、理事会の同意を得て、会長が任命する。

２　理事の任期は、２年とする。ただし、重任を妨げない。

第１７条（監事）

　１　監事は、民法第５９条に定める職務を行う。
２　前条の規定は、監事について準用する。
第１８条（顧問）

１　協会に顧問を置く。

２　顧問は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。

３　顧問は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
第１９条（兼務の禁止）

　理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

第２０条（補欠役員の任期等）

１　補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
２　役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、引続きその職務を行なう。

第２１条（事務局）

１　協会の事務を処理するため、事務局を置く。

２　事務局には、事務局長１名及び職員若干名を置く。
３　事務局その他の職員は会長が任免する。
第4章　役員会
第２２条（理事会）

　理事会は、理事をもって構成する。

第２３条（理事会の権限）

　理事会は、会務の執行に関する事項について議決する。ただし、日常軽易な事項は、会長がこれを執行し、後に理事会に報告するものとする。
第２４条（理事会の招集）

１　理事会は、必要に応じて、会長が招集する。

２　理事会を招集するには、会議の目的たる事項及び日時、場所を示して、あらかじめ理事に通知しなければならない。
３　理事会の招集の通知は、おそくとも会日の５日前に、書面をもってしなければならない。
第２５条（理事会の議長・議決）

１　理事会の議長は、会長がこれに当たる。

２　理事会は理事の過半数の出席がなければ、開くことができない。

３　理事会における議事は、この寄付行為に別段の定めがある場合を除き、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
４　理事会に出席することのできない理事は、書面で表決し、又は、他の出席者に表決を委任することができる。この場合において、書面で表決する者又は表決を委任する者は、第２項の規定の適用については、理事会に出席したものとみなす。
第２６条（議事録）

１　理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
一　開会の日時及び場所

二　理事の数及び会議に出席した理事の氏名（書面表決者又は表決委任者も含む）

三　議事の経過及び要領

四　議決事項

２　議事録には、議長のほか、出席者のうちからその会議において選出された議事録署名人２名以上が署名押印しなければならない。
第５章　評議員及び評議員会

第２７条（評議員）

１　協会に、３０名以上５０名以内の評議員を置く。

２　評議員は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。

第２８条（評議員の任期）

　評議員の任期は、２年とする。但し重任を妨げない。

第２９条（評議員会）

　評議員は、評議員会を構成する。

第３０条（評議員会の権限）

　この寄付行為に別段の定めがある場合のほか、次の事項については、会長において、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
一　基本財産の処分

二　事業計画及び予算

三　剰余金の処分

四　寄付金の募集

五　その他協会の業務に関する重要な事項で会長が必要と認めたもの

第３１条（評議員会の招集）

　１　評議員会は、会長が招集する。

２　会長は、評議員総数の３分の１以上の評議員から、会議の目的たる事項を示して、請求があったときは、請求のあった日から２週間以内に、評議員会を招集しなければならない。
第３２条（評議員会の議長）

　評議員会の議長は、開催の都度、評議員が互選する。

第３３条（評議員会の議決）

１　評議員会は、評議員の２分の１以上の出席がなければ、開くことができない。

２　評議員会における議事は、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
３　評議員会に出席することのできない評議員は、書面で表決し、又は、他の出席者に表決を委任することができる。この場合において、書面で表決する者又は、表決を委任する者は、第１項及び第２項の規定の適用については、評議員会に出席したものとみなす。

４　評議員会の議事録については、第２６条の規定を準用する。
第６章　会員

第３４条（会員）

　協会に、次の三種の会員を置く。

一　正会員

イ　弁護士及び裁判官、検察官又は大学の法学部の教授若しくは助教授の職にあって弁護士となる資格を有する者で、次条の規定に従い入会した者
ロ　前号に掲げる者を除くほか、同号に掲げる職その他法律に関する職務又は法律学の研究に現に従事したことのある者で、次条の規定に従い入会した者
二　準会員

外国の法曹で、協会の目的に賛同して次条の規定に従い入会した者
三　名誉会員

協会に功労のあった者又は、学識経験者で理事会において推薦された者
第３５条（入会）

　協会の正会員又は準会員として入会しようとする者は、理事会の承認を受けなければならない。

第３６条（退会）

１　正会員及び準会員は、会長に届け出て、退会することができる。

２　正会員及び準会員が、次の各号の１に該当するときは、理事会の議決によりこれを退会させることができる。

一　法曹の品位を失うべき非行があったとき

二　協会の秩序をみだしたとき

三　会費を滞納したとき

第３７条（入会金・会費等）

１　協会に入会しようとする者は、理事会の定めるところにより入会金を納入しなければならない。

２　正会員及び準会員は、理事会の定めるところにより会費を納入しなければならない。

３　既納の入会金及び会費は、返還しないものとする。

４　会員は、協会の機関誌その他の刊行物の配布を受け、会合その他の行事に参加することができる。
５　会費に関し必要な規則は、理事会の議決により定める。
第３８条（支部）

１　協会は、必要な地に支部を置くことができる。

２　支部に関し必要な規則は、理事会の議決により定める。
第7章　寄付行為の変更及び解散

第３９条（寄付行為の変更）

　この寄付行為は、あらかじめ評議員会の意見を聞き、理事総数の３分の２以上の同意及び法務大臣の認可を得て、変更することができる。

第４０条（解散）

　協会は、あらかじめ評議員会の意見を聞き、理事総数の４分の３以上の同意を得て、解散することができる。

第４１条（残余財産の処分）

　協会の解散のときに存する残余財産は、あらかじめ評議員会の意見を聞き、理事総数の４分の３以上の同意を得て、協会と類似の目的をもつ他の公益法人に寄付するものとする。
第8章　施行細則

第４２条（細則）

　この寄付行為の施行について必要な細則は、理事会の議決を得て、会長が定める。

[附則]　（省略）

会員及び会員総会並びに支部に関する規則（昭和４８年９月１２日制定、昭和４８年１２月１日施行、昭和５０年１２月改正、昭和５１年４月改正、平成５年４月改正）
賛助会員のきまり（昭和５３年３月１日制定）

編集委員会規則（平成７年４月１５日制定）

国際交流委員会設置に関する規則（平成７年１２月４日制定）

財務・経理委員会設置に関する規則（平成７年１２月４日制定）

幹事会規則（平成７年４月１５日制定）
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